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個⼈情報保護法改正に伴う個⼈情報保護制度への対応について

■ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
（令和3年法律第57号。以下「整備法」という。）第50条及び第51条の規定により、

個⼈情報の保護に関する法律（以下「個⼈情報保護法」という。）が改正

整備法【第50条による改正】
・個⼈情報保護法（⺠間事業者）
・⾏政機関個⼈情報保護法（国の⾏政機関）
・独⽴⾏政法⼈個⼈情報保護法（独⽴⾏政法⼈等）

整備法【第51条による改正】
・個⼈情報保護条例（地⽅公共団体）

改正個⼈
情報保護法

令和4年4月1日施⾏

令和5年4月1日施⾏

→官⺠の個⼈情報に関する制度が個⼈情報保護法へ統合
(国、⺠間事業者、地⽅公共団体で共通ルールを設定し、個⼈情報保護とデータ流通を両⽴)
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出典；個人情報保護委員会ウェブサイト
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/minaoshi/3



個⼈情報保護法改正に伴う個⼈情報保護制度への対応について

■ 公的部門（国の⾏政機関等・地⽅公共団体等）における
個⼈情報保護の規律の考え⽅

別添個⼈情報保護委員会作成資料により説明
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個⼈情報保護法改正に伴う個⼈情報保護制度への対応について

■ 寒川町における個⼈情報保護制度
平成11年に寒川町個⼈情報保護条例を制定し、現在まで運⽤中

改正個⼈情報保護法の施⾏（令和5年4月1日）に伴い、
個⼈情報保護に関する制度が

「条例」に基づく運用から
「法」に基づく運用に移⾏

寒川町個⼈情報保護条例 個⼈情報保護法
（廃止） （改正）
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個⼈情報保護法改正に伴う個⼈情報保護制度への対応について

■ 寒川町個⼈情報保護条例（現⾏条例）と改正個⼈情報保護法の規定の違い（1）
項目 現行条例 改正個人情報保護法

個⼈情報の定義 生存する個⼈に関する情報
（死者に関する情報は含まないと解釈） 生存する個⼈に関する情報と明確に規定

適⽤対象 町の全ての機関 議会を除いた町の機関

個⼈情報の取扱い
本⼈以外収集、目的外利⽤、オンライン結合、
要配慮個⼈情報の取扱いの制限等について、
条件付の取扱いとし、ケースにより審議会へ
の諮問を要する

法令その他個⼈情報保護委員会が作成するガ
イドラインに基づき取り扱う
※条例等により個別の個⼈情報の取扱いにつ
いて制限を設けることは許容されない

自己情報の開示請求
に係る⼿数料

無料
※複写費及び郵送料は請求者負担

条例で定める額
※無料とすることも可能

個⼈情報保護制度に
関する帳票

個⼈情報取扱事務登録簿
※個⼈情報を取扱う事務について作成

個⼈情報ファイル簿
※個⼈情報を記録したファイルについて作成
※条例で定めることにより個⼈情報取扱事務
登録簿等を作成することは妨げない
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個⼈情報保護法改正に伴う個⼈情報保護制度への対応について

項目 現行条例 改正個人情報保護法

自己情報の開示、訂
正及び利⽤停止請求
の⼿続き

自己情報の開示 請求から15日以内
（15日延⻑可能）

訂正及び利⽤停止請求 請求から30日以内
（30日延⻑可能）

請求可能者 本⼈、法定代理⼈⼜は特別事情
があると認められる者の代理⼈
※任意代理⼈不可

自己情報の開示 請求から30日以内
（30日延⻑可能）

訂正及び利⽤停止請求 請求から30日以内
（30日延⻑可能）

※条例により期間を短縮することが可能
請求可能者 本⼈、法定代理⼈⼜は本⼈の委
任による代理⼈

開示決定等への審査
請求に対する裁決

現⾏条例に基づき寒川町個⼈情報保護審査会
を設置し、当該審査会への諮問を経て裁決

条例により⾏政不服審査法第81条第1項⼜は
第2項の機関（寒川町個⼈情報保護審査会等）
を設置し、当該機関への諮問を経て裁決

審議会等の附属機関
への諮問

個別の個⼈情報の取扱いのほか、個⼈情報保
護制度の運営に関する重要事項についての意
⾒聴取を要する場合

専門的知⾒の意⾒聴取が「特に必要」な場合
※個⼈情報保護の制度の運営に関する事項に
ついては、個⼈情報保護委員会が所管する事
項のため諮問することは許容されない

■ 寒川町個⼈情報保護条例（現⾏条例）と改正個⼈情報保護法の規定の違い（2）
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個⼈情報保護法改正に伴う個⼈情報保護制度への対応について

項目 現行条例 改正個人情報保護法

匿名加⼯情報 規定なし
特定の個⼈を識別することができないように
個⼈情報を加⼯し、当該個⼈情報を復元でき
ないようにした情報

仮名加⼯情報 規定なし
他の情報と照合しない限り特定の個⼈を識別
することができないように個⼈情報を加⼯し
た情報

参考︓⾏政機関等における匿名加⼯情報（以下「⾏政機関等匿名加⼯情報」という。）の取扱いは、次のとおり
(1) 提案の募集を実施
(2) ⺠間企業等からの提案
(3) (2)の提案を審査
(4) (3)の審査結果、適と認められた提案について、作成に係る契約を締結（※要⼿数料）
(5) (4)の契約に基づき⾏政機関等匿名加⼯情報を作成し、当該提案者に対し、提供
(6) (5)で作成した⾏政機関等匿名加⼯情報について、個⼈情報ファイル簿に記載
(7) (6)で記載した⾏政機関等匿名加⼯情報について、他の⺠間企業等から利⽤の提案
(8) (7)の提案について、審査を⾏い、適と認められたときは、当該⾏政機関等匿名加⼯情報を提供（※要⼿数料）

※ (1) 提案の募集は、当分の間、都道府県及び政令指定都市のみ義務付けられる。

■ 寒川町個⼈情報保護条例（現⾏条例）と改正個⼈情報保護法の規定の違い（3）
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個⼈情報保護法改正に伴う個⼈情報保護制度への対応について

■ 改正個⼈情報保護法の適正かつ円滑な運⽤
及び統一的な運⽤を確保するための指針等

(1) 個⼈情報保護委員会が次の指針等を整理、作成し、公表
(2) 地⽅公共団体への適⽤部分については技術的助言としての性格を有するもの
(3) 実質的には法令及びこれらの指針等に基づき、地⽅公共団体は個⼈情報保護に関する事務を⾏う。

1 個⼈情報の保護に関する法律についてのガイドライン（⾏政機関等編）

2 個⼈情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（⾏政機関等向け）

3 個⼈情報の保護に関する法律についてのＱ＆Ａ（⾏政機関等編）
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個⼈情報保護法改正に伴う個⼈情報保護制度への対応について

1 個⼈情報の保護に関する法律についてのガイドライン（⾏政機関等編）

→個⼈情報の適正な取扱いを確保することを目的として、改正個⼈情報保護法の規定
に基づき具体的な指針として定めたもの

2 個⼈情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（⾏政機関等向け）

→個⼈情報等の適正な取扱いに関し、⾏政機関等の職員の事務処理の⼿順やその際に
参考となる法令の条項等の考え⽅その他各⾏政機関等において開示等求に係る審査
基準を定める際の参考となる事項を整理したもの

3 個⼈情報の保護に関する法律についてのＱ＆Ａ（⾏政機関等編）

→個⼈情報の取扱い及び法令の解釈等について、具体的なケースに対応するため、地
⽅公共団体等から寄せられた質疑に対する応答をまとめたもの
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個⼈情報保護法改正に伴う個⼈情報保護制度への対応について

■ ガイドラインに基づき条例で定めることを検討する範囲
1 条例で定める必要がある事項

(1) 自己情報開示請求に係る⼿数料
(2) 提案された⾏政機関等匿名加⼯情報利⽤に係る⼿数料
(3) 既存の⾏政機関等匿名加⼯情報利⽤に係る⼿数料

2 必要に応じて条例で定めることが考えられる事項
(1) ⾏政機関等匿名加⼯情報加⼯における情報公開条例の規定との整合を図る規定
(2) 条例要配慮個⼈情報を定める規定
(3) 開示⼿続等における情報公開条例の規定との整合を図る規定
(4) 旧条例に基づく従前の規制⾏為の罰則に関する経過措置

3 条例で定めることが妨げられるものではない事項
(1) 個⼈情報取扱事務登録簿の作成及び公表
(2) 審査請求先の特例
(3) 開示の⼿続、開示の⼿続の延⻑、訂正の⼿続及び利⽤停止の⼿続に係る日数の短縮
(4) 法により許容される範囲内における諮問⾏為
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個⼈情報保護法改正に伴う個⼈情報保護制度への対応について

■ 条例で定める必要がある事項
項目 現行条例における規定 新条例における整理及びその理由

(1) 自己情報開示請求に係る
⼿数料を定める規定

無料
※写しの作成費⽤及び郵送に係
る費⽤については請求者負担と
する。

「無料」として規定する
※ただし、写しの作成費⽤
及び郵送に係る費⽤につい
ては請求者負担とする。

現⾏条例の制度設計を踏襲

(2) 提案された⾏政機関等匿
名加⼯情報利⽤に係る⼿数料を
定める規定

匿名加⼯情報に関する制度自体
がないため、規定なし 規定しない

⾏政機関等匿名加⼯情報の提案の募
集は、当分の間、都道府県及び政令
指定都市のみに義務付けられたもの
であるため

(3) 既存の⾏政機関等匿名加
⼯情報利⽤に係る⼿数料を定め
る規定

匿名加⼯情報に関する制度自体
がないため、規定なし 規定しない

⾏政機関等匿名加⼯情報の提案の募
集は、当分の間、都道府県及び政令
指定都市のみに義務付けられたもの
であるため
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個⼈情報保護法改正に伴う個⼈情報保護制度への対応について

■ 必要に応じて条例で定めることが考えられる事項
項目 現行条例における規定 新条例における整理及びその理由

(1) ⾏政機関等匿名加⼯情報
加⼯における情報公開条例の規
定との整合を図る規定

匿名加⼯情報に関する制度自体
がないため、規定なし 規定しない

⾏政機関等匿名加⼯情報の提案の募
集は、当分の間、都道府県及び政令
指定都市のみに義務付けられたもの
であるため

(2) 条例要配慮個⼈情報を定
める規定

思想、信条、社会的身分等につ
いて要配慮個⼈情報として定め、
その取扱いについて制限

規定しない

現⾏条例の規定と改正法の規定にお
ける要配慮個⼈情報の範囲に差異が
ないため
※条例において要配慮個⼈情報の取扱いの制限
することは許容されない

(3) 開示⼿続等における情報
公開条例の規定との整合を図る
規定

寒川町情報公開条例との整合を
図りながら、現⾏条例を制定し
たため、不整合がない

規定しない
寒川町情報公開条例の非公開情報に
関する規定と改正法における不開示
情報に関する規定に差異がないため

(4) 旧条例に基づく従前の規
制⾏為の罰則に関する経過措置
の規定

ー 経過措置について規定する 旧条例の廃止前に⾏われた違反⾏為
の罰則を設ける
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個⼈情報保護法改正に伴う個⼈情報保護制度への対応について

■ 条例で定めることが妨げられるものではない事項
項目 現行条例における規定 新条例における整理及びその理由

(1) 個⼈情報取扱事務登録簿
の作成及び公表に関する規定

個⼈情報を取扱う事務について、
個⼈情報取扱事務登録簿を作成
し、管理

規定しない
個⼈情報取扱事務登録簿の町⺠の利
⽤状況等に鑑み、改正法に基づき個
⼈情報ファイル簿の作成及び公表に
より運⽤を⾏うため

(2) 審査請求先の特例に関す
る規定

地⽅公共団体の⾏った処分等に
ついての審査請求先は、最上級
⾏政庁たる市町村⻑

規定しない 現⾏条例の運⽤と変更がないため

(3) 改正法に規定される開示
の⼿続、開示の⼿続の延⻑、訂
正の⼿続及び利⽤停止の⼿続に
係る日数の短縮に関する規定

開示⼿続 請求から15日以内
に開示等決定
開示⼿続の延⻑ やむを得ない
理由等がある場合、15日延⻑
可能

改正法による「30日以
内」を現⾏条例の運用で
ある「15日以内」として
規定する

現⾏条例との均衡を保つため

(4) 改正法により許容される
範囲内における諮問⾏為に関す
る規定

個別の個⼈情報の取扱いのほか、
個⼈情報保護制度の運営に関す
る重要事項についての意⾒聴取
を要する場合等において寒川町
個⼈情報保護制度運営審議会に
諮問

制度運営に関する附属機
関（現審議会）ではなく、
審査会に諮問する旨規定
する

個⼈情報保護制度の運営において地
⽅公共団体の裁量はほとんどなく、
具体的な諮問案件について現時点で
想定されないため
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個⼈情報保護法改正に伴う個⼈情報保護制度への対応について

■ スケジュール

時期 項目

令和4年7月
寒川町全庁会議において、対応の⽅向性を決定（7月5日実施済）
寒川町個⼈情報保護制度運営審議会に諮問・答申
寒川町個⼈情報保護審査委員会に意⾒聴取

令和4年8月 答申及び審査会意⾒を踏まえ、寒川町個⼈情報保護法施⾏条例及び寒川町個⼈情報保護
審査会条例案決定

令和4年9月 上記条例案についてのパブリックコメントを実施

令和4年10月 パブリックコメント実施結果を踏まえ、寒川町個⼈情報保護法施⾏条例及び寒川町個⼈
情報保護審査会条例案確定

令和4年12月 上記条例確定案 議会提案
令和5年1〜3月 町⺠向け周知、広報等

令和5年4月1日 改正個⼈情報保護法並びに寒川町個⼈情報保護法施⾏条例及び寒川町個⼈情報保護審査
会条例 施⾏
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